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子どもの非処罰化の国際的な流れに逆行
～子 どもの権利 の視点か ら「出会 い系サイ ト」規制を考える～

横浜会議子ども代表、ユース実行委昌会有志／唐木優衣（17）、土 田朋水（17）、

飯塚信吾（18）、佐野孝 明（18 ）、武田明恵（18 ）、安部芳絵（大学院生）

V O IC E子ども記者 島森亜妙子（16 ）

現在肇 察庁 で は 「出会 い系 サ イ ト」 を通 じた犯 罪 か ら子 ども を守 る、 とい う目的 で 「出会 い系 サ イ ト」 を使 って 「不 正勧誘 行為 」 を し

た子 ど もの み を処 罰 す る と い う法 律 を 国会 に提 出 し よ う と して い ま す 。 こ の 中 間 検 討 案 は 12 月 に 出 され 、警 察 庁 が パ ブ リ ッ ク コ メ ン トを

募集 して い ま した 。

私 たち は 1 年前 にこ こ 日本 で開 か れた第2回子 どもの商 業的性 的搾取 に反対 す る世 界会議 に子 ども、若 者 と して参加 してい ま した。 そこ

では、19 96 年 の第 1回会議 で出 され 「ス トックホル ム宣言 」に も明記 され た 「子 どもの 非処罰 化」 が、「子 ども・ 若者 の ファ イナ ルア ピー

ル」 におい ても、再確認 されま した。

今 回の この警 察庁 の動 きは、 これ までの 国際的 な流 れ に逆行 す るもの であ り、宰察 庁の求 め る 「子 どもの保 謙 」に は決 してつ なが りま

せん。私 たち は、横浜 会議参 加者 や子 ども通 信社 の記 者 と しての経験 か ら、 この 動 きに危機 感 を持 ち、会議 を して意見 書 を まとめ、芋察

庁に 提 出 しま した 。

「 いわゆる『出会い系サイ ト』の法的規制の在 り方

についてに関する意見書」

私たちは、2 0 0 1年 に横浜で開かれた 「第2 国子 どもの商

業的性的搾取 に反対する世界会議」に子ども代表や、ユース

の実行委員として参加 していた者の有志グループです。今回、

「 い わゆ る r出会 い系サ イ トj の 法的 規制の 在 り方 につ いて」

の中間検討案には、主に3 つ問題があると思います。

①「出会い系サイ ト」の定載

5 ペー ジ に、「出会 い系サ イ ト」 は、 イン ターネ ッ トを利 用

して面識のない異性間の “出会い”を取 りもつもの」と書かれ

てい ますが 、 イン ターネ ッ トにお いて 一般 的な サイ トの掲 示

板やチ ャ ッ ト等 での異 性 間の 「出会 い」 が生 まれ るの はご く

普通 の こと です 。よ って この よ うな サイ トは無 数 にあ り、実

際に法律が施行される際に、その定義が非常にあいまいなた

めに、な にを も って して「出会 い系 サ イ ト」とする のか、 その

判断が主観 的な もの にな って しまうので はな いで しょうか 。

（ 卦性の多様性

この中間検討案を通 して、「不正勧誘行為」のほとんどが、

「 女子児童」が男性 （大人） に対 して行 うものであるという

考え方 が貫 かれ てい るよ うに思 い ます。 しか し、 ただ件 数が

多いか らといって 「女子児童」のみが勧誘を行い、その結果

犯罪被 害 に遭 って しま うわけ では な く、また 、勧誘 され る側

も男性 （大人）だけに限 らないと思います。
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た とえば 、ス ウ ェー デ ンで は、男 の子 が被 害 を受 ける こ と

が問題とな り、被害を受けた男の子のためのケアが行われて

います。

もし「男子児童」が犯罪被害に遭 ってしまった場合、被害

に遭 うのは 「女子 児童 」 であ ると い う考 え か ら、た だで さえ

言い に くい被 害 に つい て 、「自分 は違 うの で は ない か」 と思

つて しまい 、さ らに言 い 出 しに くくな って しま う可 能性 があ

ります 。 こうな って しま う ことは 、警察 庁の 「児 童の 犯罪 被

害を防止 す る」 とい う観点 か ら見 ても 、不本 意 な ことで はな

いで しょうか。

⑧児i の処I司

私たちは第2 国子 どもの商業的性的搾取に反対する世界会

議（通 称 ：横浜 会 議） に参 カロする にあ た って 、第 1 回の ス ト

ック ホルム での会 議 で出 され た 「ス トックホル ム宣言 （本文

は日本ユ ニセ フ協会 のH P を参照 http ：／／w w w ．u n ic ef．0「．jp／

k e n ri／k e n「i＿5 b ．h t m ）」 を吉元み 、準 備 しま した。そ の ス トッ

クホルム宣言 に書かれている被害に遭 った児童の非処罰化に

関して、 r「宣言が想定 しているのは、貧困、迫害等で性的搾

取を余儀な くされている児童で、買春を積極的に勧誘する子

供は対象外」（警察庁生活安全局） と判断 した』［1 2 月 2 6 日

毎日新 聞］ とい う ことで すが 、宣言 が 想定 して いる の は 「す

べての 子 ども」 であ り、 例外 はあ りません 。 この こと は横浜

会議においても私たち参加者全員に確認され、私たち子ども

若者代 表が 出 した、子 ども若 者の フ ァイナ ル ア ピー ル （この

文書は2 0 0 2 年 5 月に行われた国連子 どもの特別総会の期間

中に国連文書化されました。本文h ttp ：／／w w w ．u n ic ef．o r．jp ／

k e n「i／ke n＿bo d 5 －3 j．htm ）の 中で も再三 強調 されて います 。

こう した 国際 的な 流れ を受 けて 、 1 9 9 9 年 日本 で制定 され

た児童買春・児童ポルノ禁止法の中でも、児童ではなく「児

童買春 を した者 」 を処罰 してい ます。 この よ うな一 連の 5売れ

を考 える と、 この 中間検 討案 はそ れ に逆行 してい る と言 わ ざ

るを得 ません 。

しか しなが ら、 出会 い系サ イ トを通 して子 ども が被害 を受

ける こ とは、私 た ちも解 決 しな けれ ばい けな いと思 ってい ま

す。そ こで私 たち は3 つの 提案 を したい と思い ます。

1 ．メ ディア リテ ラシーの獲得

現 実問題 と して 、中 間検討 案 にあ るよ う に、近 い将来 にお

いても携 帯電 話 にお ける フィル タ リン クの 実現 は きわ めて 困

難である こ とか ら、機械 で はな く人 間、 つま りは子 どもた ち

による判 断が 必弁天的 に必 要 にな って きま す。 しか しそ の子 ど

もたち に 、「出会 い系 サ イ ト」 の あ らゆる 危険 性 を察 対］で き

る力が備わっていなければ、その実効性はきわめて薄くな っ

てしまい ます 。よ って 、今子 ど もた ちが メデ ィア リテ ラ シー

を獲得 する こ とは急務 です。

そ のた め に 「出会 い系 サ イ ト」 の もつ危 険性 を子 どもた ち

に伝え、子 どもたち自身が主体的 に判断できる能力を身につ

ける こと によ って 、「出会 い 系サ イ ト」 を 通 した 犯罪 に巻 き

込まれ な いよ うにす る こ とがで き るの で はな い で しょ うか。

旺
い うわ けで、学 校 や地域 、家 庭 な どでの メデ ィア リテ ラ
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シーの 学習 を積極 的 に行 う∠必要が ある と思い ます。

2 ．性教育の充実

性教育を充実させることは、子 どもの性被害を防止するの

に役立 つ だけ では あ りませ ん。 すで に性 被害 を受 けて しま っ

た子どもたちが「自分がされて しまった行為が何であったの

か」 とい う ことが きち ん とわか って いれ ば、 その被 害 を正確

に訴え る こともで きるの です 。

また、この中間検討案の参考資料として書き込み例が付け

加え られ て い ま す が 、女 子 児 童 か らの 書 き 込 み に は 「ゴム

（ コ ン ドーム ）付 き の H 」 や 「絶 対 ゴ ム付 きで ！」 な どのよ

うに自分の性を自分で大事にする姿勢が見られ、最近の性教

育の成 果 が、少 なか らず上 が ってき てい る ことを示 して いる
■

と思 いま す。 しか しな が ら、併 せて添 え られ ている 男性 （大

人）の 書 き込み を読 む と 「生 （コン ドー ムな し）な らも うち

ょっと （お金 を）だ しても いい よ」の よ うに 、性 に関 しての

正確 な先I識 の無 さ が露呈 してい るもの が あ ります 。 この こと

から、子 ども だけ でな く大 人 に対 す る性教 育 も必要 なの では

ないで しょうか。

3 ．子ども参加の促進

横5兵会議では、国際会議としては初めて私たち子ども若者

9 3 名が世界中か ら正式に参加 し、子ども若者独自の視点で

ファイナル ア ピール を作 成 しま した 。そ して最 終 日にそ れを

発表 し大きな成果を上げ、改めて性の問5頭に関して子どもが

参加することの重要性や意味が確認されました。

また 、今 回 の 目的 であ る 、「出会 い系 サ イ ト」 を通 した子

どもの犯罪被害を防止する、という観点から言 っても、実際

に被 害 を受 けて しま うかも しれ ない 、ま たは受 け て しま った

のは子 ども 自身で ある ので 、そ の子 ども 自身の 声 を聞 くこ と

がど う しても必 要 にな って くる と思 い ます。 と くに、す で に

被害 を受 けて しま った 子 どもた ち にと って、最 善の ケ アとは

何な のか を、 当事者 の子 どもた ち に聞 くこ とが、一 刻も 早い

子どもた ちの 回復 につ なが る と思い ます 。また 、 1 で書 いた

ように 「出会 い系 サイ ト」 が危 険で ある か どうか を判断 する

子どもた ちの 考え 方 とい う視点 は とても重 要 にな って くる と

思い ます 。よ って これ らの こ とか ら、子 ども が参加 して 意見

を言 う機会 を作 ってい かな ければ な らな い と思 います 。

そこでまず、この中間検討案に関する質問や意見交換を・す

るた めの 会合 を開 いて は ど うで しょ うか 。そ してそ の会合 に

は、子 どもを 含め た民 間か ら広 く参カロ希 望者 を募集 し、 自由

に参カロで きるよ うに してい ただき たい と思い ます。

以上。

［2 0 0 3 年 1月 1 8 日 （土）］

（ 雑誌 「子ども論」 2 0 0 3 年4 月号に、特集で「出会い系

サイ ト」の規制に関する座談会が掲載予定）



ユ＝セフ世界子供白書

2 0 0 3 年版は「子どもの参加」がテーマ

好光 紀 （子どもの権利条約ネッ トワーク運営委員）

ユニセフ（国際連合児童基金）は2 0 0 3 年版世界子供白書 を

発行 した。「子 どもの参 加」を テー マ に して お となの 責任 に焦

点をあててまとめているもので、章立てで説明すると以下の

ようになる 。

①耳を傾 けなければならないのは子どもの声である

（ むなぜ 参加 ？なぜ今 なの ？

③く らしの 中での かか わ りこそが

社会参 加の スター ト

（ 彰積極的な社会参加に備える学校

⑤隅に追いやられた若者の参加を

⑥社会が子どもの声に司を傾ける

よ う に

⑦参カロの余 地を共 有す る

（ 多国連子ども特別総会

⑨前進一子 どもにふさわ しい世界

を達成 するため に

巻末に付属資料と して子どもにかかわる有用な基本統計が

掲載されている。

2 0 0 2 年 5 月に開催された匡l連子 ども特別総会で国連加盟

国は2 0 1 5 年 ま で に8 つの 目標（ミ レニ アム 開 発 目標 ）を達 成

する こ とを公 約 した。 その サイ ドイベ ン トと して 開催 された

「 子 どもフォーラム」では世界各国の子どもの代表が「子ども

にふさわ しい世界」という最終文書を採択 して特別総会本会

議の 開会 式で世 界 各国 の リー ダー に報告 した 。 こう した 事実

をもと にこの 白書 は子 ど もの参 カロについ て世 界中 の人 びと に

その必要性を呼びかけている。

子どもの参加とは子どもに影響を与える事項について、子

ども自身 の意 見 を取 り込 むこ とを促 し、 それ を実現 させ る こ

とである。子どもが家庭や学校、地域社会、市民生活に活発

に参 カロす る ことの 重要 性 とその 実現 に向 けて 世間 の関心 を集

める こと に 目的 を置 い て いる 。 この こ とは「子 ども にふ さわ

しい世 界」と 「ミ レニア ム開 発 目標 」達 成 の ため の行 動の 大

きな分岐 点とな る。

＊日本語版 は、 2 0 0 3 年 3 月未 刊行予 定。

問い合わせ ：日本ユニセフ協会広報室（0 3 －5 7 8 9 －2 0 1 6 ）

国連・子どもの権利委員会、一般的意見第3 号を採択

～「H IV ／エイスと子どもの権利 」がテーマ～

国連・子どもの権利委員会は、2 0 0 3 年 1月 3 0 日 （第 3 2

会期）、「H lV ／エイズと子どもの権利」に関する一般的意見

第3 号 （C R C ／G C ／2 0 0 3 ／1）を採択 した。条約の規定には

H lV ／エイズに関する明示的言及がな く、今回の一般的意見

の採択により、条約上の諸権利が子ども・青少年 とH lV ／エ

イズの 問言語に どのよ う に関わ って いる か、 また それ らの権 利

を保 障す るため に締 約国 は どのよ うな 措置 を とるべ きか とい

った点についての解釈が明 らかにされた意義は大きい。

今回の一般的意見は、以下の6 部か ら構成される、相当に

包括的な内容である。

1 ．は じめ に

2 ．一般的意見の目的

3 ．H lV ／ エ イズ に対 す る条 約の 視点 －－ ホ リス テ ィ ック

な子どもの権利基盤型アプローチ （とくに4 つの一般原則＝

平 野 裕 二（ARC）

差別の禁止 ：子どもの最善の利益 ：生命・生存・発達への権

利：子どもの意見表明と参加の権利）

4 ．予防、ケア、治療および支援 ：（a）H lV の予防および意

識啓発のための情報、（b）教育の役割、（C）子どもと青少年に

配慮 した保 健 サー ビス、（d ）H lV カ ウンセ リング・ 検査 、（e ）

母子感染、（f）治療およびケア、（g ）調査研究への子どもの参

カロ

5 ，H lV ／エイズの影響を受けやすい状況と、特別な保護

を必要とする子ども ：（a）H lV ／エイズの影響を受けている子

どもおよび H tV ／エイズで両親を失った子ども、（b）性的・経

済的搾取の被害者、（C）暴力・虐待の被害者、（d）有害物質の

濫用

6 ．勧告 ：（a）国・地方 レベルの政策・行動計画等、（b）資

源配分 、法改正、（C ）子 どもの権利 の監 視 ・

子 どもの権利集約 第66号・20 03

器



ト‖∨／エ イ ズ対応 の統 合 、（d ）デー タ収 集 シス テ ムの見 直 し、

（ e）子どもの権利委鼻会への報告、（f）国際協力、（g ）N G O 等

の取 り組みの支援、（h）子どもを含む当事者参加の保障

子 どもの ト＝∨感 染の 問題 の みな らず 、エ イ ズ によ って両 親

を失 うなど さま ざま な形 でH lV ／ エイ ズの 影響 を受 け てい る

（ 受けるおそれのある）すべての子どもの権利が委鼻会の関

心対象である。一貫 して、子 どもの権利の視点にもとづくホ

リス テ ィ ックな （細 部 に配慮 しつつ全 体 を視野 に入れ た） 対

応が強調されている。

H lV ／ エイ ズの予 防 とい う観 点 か らと くに重要 な の は、教

育等を通 じた正確な情報とライフスキルの提供を通 じた子ど

もの エ ンパ ワーメ ン トの 必要 性 が、そ こか しこで指 摘 され て

いることである。子どもの性行動が社会の文化的規範にそ ぐ

わないものであっても、子どもたちの現実に根ざ した、一方

的な価値判断・決めつけを行なわない （n o n－ju d g m e nta t）

対応 を と らな けれ ば な らな い こと が強 調 され て い る。「効果

的なH lV ／エイズ予t坊のために、国は健康関連の情報 （性教

育およ び性 に関 する情 報 を含 む） を検 閲 した り、提 供 しない

ように した り、 また は意 図的 に不 正確 なも の に した り しては

ならな い 」 とい う指 摘 （パラ グ ラ フ 1 3 ） は 、日本 にも その

まま当て はま るもの であ る。

他方で、血液製剤等 によるエイズ感染 （薬害エイズ）の問

題につ いて はま った く触 れ られ て いな い。 い っそ う総 合的 な

対応をとるため に、国連人権高等弁務官事務所 とU N A tD S

（ 国連 川∨／エ イズ合 同計 画） が 19 9 6 年 に作成 した 「卜＝∨／

エイズ と人権 に関 す る国際 指針 」 も参照 しなが ら取 り組み を

進めていくことが必要である。また、委員会 の一般的討議

「 川∨／エイズが存在する世界に生きる子ども」（第 1 9 会期、

1 9 9 8 年）の勧告も今回あらためて再確認されており、同様

に参照 する こ とが求め られ る。

◆一般的意見第 3 号の日本語訳は筆者のウェブサイ トh ttp ：／／

h o m e p a g e 2 ．n ifty．co m ／C h ild「噛h ts／in d e x．h tm 参照。

ま た、 よ り詳 細 な解説 は子 ど もの人 権連 rいん ふ おめ － し

よん 』参照 。

♂回 回 匡 ］● 国連・子どもの権利委員会の新たな構成が決定 ●

2 0 0 3 年 2 月 1 0 日、ニューヨークの国連本部で第9 国子どもの権利条約締約匡Ⅰ会議が開催され、改選対象の5 人に加えて新たに選出さ

れる8 人、計 13 人の委員について選挙が行なわれた。

新た な委 員会 は 、ア ジア4 人 （サ ウ ジア ラ ビア・ カタ ール・ タ イ・ 韓 国 ）、 アフ リカ 5 人 （ケ ニア・ アル ジ ェリア・ エ ジプ ト・ チ ュニ

ジア・ ブルキ ナ ファソ）、 ヨー ロ ッパ5 人 （オラ ンダ・ イタ リア・ ドイ ツ・ ノル ウェー ・セル ビア モンテ ネ グロ）、ラテ ンアメ リカ ・カ リ

ブさ毎諸国4 人 （パラグアイ・アルゼンチン・ ブラジル・ジャマイカ）と、従来よりも地域的バランスのとれた構成とな っている。男女別

割合は女性 1 1人、男性 7 人である。改選の対象となった5 人の委員のうち4 人が再選を求めて出馬 し、3 人は再選されたものの、日本の

第1回報告審査時に議長も務めたカープ委員（イスラ工ル）のみ落選 した。

委 員の 氏名・ 背 景 につい ては筆 者の ウ ェブサ イ トhttp ：／／h o m e p a g e 2 ．n ifty．c o m ／C h ild rig h ts／C rC C O m m itte e／c rc＿m e m b e rs ．h tm

参照。 ［平野裕二（A R C ）］

〓
ー

ー

■

－ ● ● 監慧

豊島区「子ども青少年会議」の活動と

子ども参加 によるプ レーパー クづ くり

中 野

①主体的な運営を目指した「子ども青少年会舐」の取 り組み

「子 ども青少年会議」は、青少年の意見を表明する場と し

て設置されている。

私 は、 1 4 年度 「子 ども青少年会議委員」（中学 1年～2 2

歳まで 1 8 名） の ひと りと して 、 この 1年 間 「討 議」、「活動」

に参加 した。会議は、昨年か ら引き続き委員をやっている人

が複 数い た為 、最初 か ら委員 自身 が中心 とな って進 め よ うと

言う気 運 が感 じられ た。「会 議の 愛称 」「イ メー ジキ ャラク ク

ー」「ア ンケ ー トに よ る運 営の 方 向性・ 役 決 め」 な どを 、委

員が中心となって進めていった。その間、意見が積極的に出

せる よ うに、事前の 打ち合 わせ で確認 しな が ら進 めて い った 。

その結 果 、「E n jo y Ta‡king（話し合いを楽しむ）」「マスコッ

トキ ャラ ク ター “チ ャペ ル ”」「役 割 と して の リー ダー ・ サ

蛙●ヒシ ヨ」の 選 出 と、「会の 目標 確認（通信 を 出す ぞ－ ！

子どもの権利条約 第 66 号・ 20 03 年 2 月2 0 日号

州 （子ども青少年会議委員・東洋大学社会学部2 年）

ホー ムペー ジを開設 して 、会 議の 活動 情報 を随 時知 らせ てい

こう・ お とな との座 談会 を や りた いな －・ そ して、 いろい ろ

なこと に つい て意 見 を 聞 いて も らい た い）」 を しな が ら、 テ

ーマに基づいた討議を進めていった。

ま た 、毎 回の 会 議 には 、「学 生 サ ポー ター 」 と 「お とな サ

ポーター」が複数で、会議の進行を支えて くれた。

ぽ くに と って、委 員 同士の みで な く、お とな の意見 を聞 く

事が できた り、さ ま

ざまな年齢の人の意

見を 聞 く機 会 に恵 ま

れた こと は、 とて も

有意義 な事 だ った。

それぞれがいろいろ

なことを考 え 、 自分

一
子
ど

も
青
少
年
会
議

の
よ
う
す



にない能 力を も って いる ことに 、あ らた めて感 心 してい る。

②討熊手法の工夫で村瀬を深める

話 し合 うテー マ は、「 日ごろ の疑 問 、不 満 点」 を出 し合 う

中から、 8 回の会議開催で ≪校則－きまり≫≪居場所 －プレ

ーパー ク・ テ ィー ンズ プラザ ≫に つい て、 グル ープ討 議 、全

体討議 、 デ ィベ ー トによ る話 し合 いを して きた 。そ して 、話

し合 いの経過 と内容 を通信 発行 し活動 して きた 。

（ 彰子 ども参加 によ るプ レーパー クづ く りへのか かわ り

子ども青少年会議の中で、豊島区第 1号の 「プレーパーク

（ 冒険遊び場）開設」に向けて、「子ども会議（小学4 、5 、6 年

1 7 名 ）」 を開 催 しな が ら、意見 や アイ デ ィア を出 して い く計

画がある こ とを聞 いた 。子 ども青 少年 会議 の メ ンバ ー と して

も、プ レーパ ー クづ く りへ の参加 を して みた い と関心 があ っ

た。そのため、第 1回目の 「子ども会議」に出席させていた

だき、 プ レー パー ク とは 、手 づ くりの遊具 が あ った り、 自由

に穴 を掘 った り、木 と木 の 問 にハ ン モ ッ クを つる した りと 、

子どもたちが充分に興味を示 し、遊びの可能性を広げられる

自由が あ って、楽 しそ うだと感 じた。今 、子 ど もも忙 しす ぎ

る。競争 と禁止項 目が多い中で、子どもの遊びが変わってき

ている と感 じる 。 しか し、ワー クシ ョ ップ をつ う じて、子 ど

もたちの描いた絵や反応が、自分の子ども時代と変わってい

ない こ とにほ っと した。 その 一方 で、 とて も）令めた 反応 を示

す女 子 に驚 い た。 その 後 、「し†ま いち ば んや りた い遊 び」 と

して ジオ ラマの 制作 と意 見 を発表 した 。子 ども 青少 年会 議 か

らの意見も報告する事ができた。

私 は、メ ンバ ー と一 緒 に「世 田谷 プ レーパ ー ク」 を訪問 し、

プ レー リーダ ーヘ のイ ンタ ビ ュー をつ う じて 、い ろい ろな発

見 と驚 きがあ った 。 まず考 え方 がとて も 自由 であ り、発 想の

豊 かさ に驚 いた。 問定喜を排 除す るの では な く、大切 に 向き合

いな が らと もに考 えて い く姿勢 と根気 強 さ・行 動力 に発見 が

あった。

豊島区と比較 して、環境の差やプレーパークへの関心の差

は大 き い と思 うが 、中・ 高校 生 も利 用 したい と思 える 設定 と

工夫 を する こ とで 、 自分も 楽 しみ、 プ レー リー ダー と して 係

世田谷プ レーパークを訪ねてみて ・

わってみ たい と思 う人は確 実 に増え る と感 じた 。

（ 彰「参加」の意義

子どものための施策や事業 について、子 どもの参加を呼び

かけ、子 どもの側 か らの 意見 を聞 いて くれる場 があ るこ とは、

子ども もい ろ い ろと考 え 、調 べ 、 発見 し、気 づ く。 そ して 、

意見をもつ。それをその子どもの発達や能力に応 じた表現を

する 。そ れが 、つ ぶや きだ った りす る ことも ある が、 おとな

がその こと に、付 き合 って くれ て、受 け止 め て くれる こと を

感じた時 に、 本音 の意 見表 明 をする こ とにつ なが るの だと感

じて いる 。子 ども たち は 、こ う した 子 ども とお となの相 互の

信頼 を造 ろ うとす る おとな の姿 勢 をキ ャ ッチする ア ンテナ を

持っている。子ども自身も考え、試行錯誤する学びを保障 し

ても らう ことで、 自分 の主 張 が権利 と して正 当 かど うかを考

え、他者の権利との調整の中で学び、意見表明 していけるの

だと考え る。

自分 自身 も含 めて 、子 ども にと って 、子 ども に係わ る情報

を常に得る場や機会と、意見表明 していく場や機会が保障さ

れる 「子ども青少年会議」「プレーパーク子ども会議」は大

切に して い くべ きも のだ と感 じている 。

■訪問日時 ：平成 14 年 1 2 月 1 日（日） t 訪問者 ：中野 州・滝野 淳也

（分力lったこ と〉

①子 ども 自身が火 の管理 を してい る。

（ 卦地 域住民 の理角牢が根 底にあ る。

③不 審者 に対 しては 常駐の プ レー リー ダー が直 接接 触 して

注意を払 っている。

④中学生以上も、どの時問帯でも利用できる。実際には、学

校 の下校時間 によ り高校生 が来るのは 夕方 にな っている。

⑤大きな事故は、これまで全 く起きていない。

弓〉子 ども 自身 、 火な どの 危険 性 を十分 に矢口ってい るか らだ

と思った。それは火を使わせる事によって、それぞれが危

険の度合いを体で分かっている。

⑥開設当時は、火の使用を毎度消防署に許可申請 していた。

≪プ レーパー クで大切 に した いこと〉

①火の危険さ・大切さを教えたい。
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（ む外で遊 ぶ楽 しさを教 えた い。

③地域と密接 した遊び場に していきたい一広報版みたいな

ものを作る必要がある。

≪インタビュー・見学の感想〉

・ 規則 がな く本 当 に自由 な場所 と感 じた。

・ 周 りが柵 な どで 囲ま れて いな いた め、 気軽 に入 つて来 ら

れることが特別な場所抜いされていなくて良い と思 っ

た。

・ 自分 が この プ レー リー ダー をや りたい と思 った 。

・ 自分の居場所にもなると思った。

・ 青少 年 が プ レー パー ク と関 わる と した ら、自分 達の や り

たい事で必要なものを作る手伝いができると思 った。基

本的に青年は毎 日利用するのは難 しいが場所があれば自

弁篤と 集 ま って くる と 思 う 。 ［中 野 州 ］

子どもの権利条約 第 66号・ 20 03年 2 月20 日号 5
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～クレイグ・ 手－ル／†●一ガ ー農済会＃告レポー ト～

（2 0 0 2 年 1 2 月 1 8 日、場所 ：国立オリンピック記念青年総合センター ）

す ごく前 向き な人 。デ イス カ ッシ ョン を通 して の ク レイク さんの

イメージはそれだ。

「失敗 した ってい い じ ゃな いか 。む しろ失敗 しち やえ ！」 ク レイ

クさんのこの言葉に衝撃 を受けた。失敗 した ら0 U tなこの世界で、

そんな言葉を…。もちろん、それを本当にやれ、 じゃなくて「それ

くらいの余裕を持 って」という意味なんだろうけど。時間に追われ

る毎 日な ん て疲 れち ゃ う。人 生時 に はい いカロ減 に やる よ うな余 裕 も

大事なのかな、と思ってしまった。

デ イスカ ッシ ョン自体 に印象 は残 らな か った け ど、 ク レイ クさん

の印 象 は頭 か ら離 れ ない 。 とにか くデ イス カ ッシ ョン を通 して パ ワ

ーを も らえ た。

パワーをもらえたと同時に、世界の現状を突きつけられた。

同じ時間を世界中の人と過ごしているのに、世界にある現状を僕

らはまだまだ究］らない。貧困の人がいて、苦 しんでるのはわかるけ

l I

●

簑彗

中 本 裕 介 （高校2年生 17歳）・

ど、実際どんなに苦しいものなのか。それを知るには、．「現場へ行

く」、そ れに尽 きる と思 う。

［T a k e Action！］クレイグさんが僕に残してくれた最後の言葉

は、今でも励まされる。現代の若者はなかなか自分からT R Y しよう

としない。やれば出来るんだけれど、それをやろうとしない。

やってみるか。その一言でいい。それが自分を変えるかも しれな

いし、世界 を も変え られ るか も しれな いか ら。

■クレイグ・キールJて－ガ一

児童労働をな くし、子どもの権利を守るために、子どもが子ども

を支 援 する N G O 「 フ リー・ ザ・ チル ドレン」 を 1 2 歳の ときに創 設

した。「フ リー・ ザ・ チ ル ドレン」 は、 1 9 9 5 年 に カナ ダで 設立 さ

れてか ら、日本を含め、世界2 0 カ国以上に支部をもつ国際組織と

して発展。すでに10 万人以上の子 どもたちが、「フリー・ザ・ チル

ドレン」の 活動 に参加 して いる。

子どもの権利条約 フ ォー ラム20 0 2 in ちば

干葉発『K ぱ s Right’s w∂Ve仏

～子どもと市民の参画で世界は変わる～

2 0 0 2 年 1 2 月7 日（土）・ 8 日（日） 於 ：干葉県教育会館大ホール・会議室

前号 に ひきつづ き、 フォーラム報告集 か ら、分科会 レポ ー トをご紹介 します。

圏「わたしたちはここにいる

～武力紛争と子どもの権利～」

パ レスティナ子 どものキャンペーン常務理事 今 村 真 弓 さん

子 ども通信社V O IC E記者 （敬称略）

笠井笑生子（1 2 才）梁田桜子（ 1 3才）

須田枝里奈 （1 5才）土田朋水（ 16 才）

A R C 代表 平野裕二さん

安 部 芳絵 さん（子 どもの権利・ 子ども参加フ ァシ リテ一 夕ー）

参加人数 9 才～5 0代 まで約4 0 名

■いまこそ、絶望の “外－からできることを

「わた したちはここにいる」、と銘打たれた第 12 分科会。この分

科会では 一武力紛争■によって子どもたちがどのような生活を強い

られているかについての報告が行われた。

ピ
争地域 であるパ レスチナに住む子 どもたちの声を紹介 したの

子どもの権利条約 第 66号・ 20 03年 2 月2 0 日号

は、パ レステ ィナ子どものキ ャンペーン常務理事の今村真弓さん。

今村さんは「紛争下にあっても人々は日常を生きようとしています」

とある ビデオを私たちに見せた。 一外出禁止令”が敷かれた街で暮

らす、ある少女の物語がその ビデオには収め られていた。

イスラ工ルによって外出禁止令下に置かれた人々はそれぞれの家

の中でのみ生活を許される。もしも外出したとすれば銃撃されて し

まう。子どもたちは無差別な発砲や人のいない街を開歩する戦車の

がなり響 く走行音に、いつも怯えながら生活をしている。

そんな街で生活する少女ミスリーン。ミスリーンは学校に行きた

いと強 く考えていたため、いつ発砲されるかわからない通学路を歩

いて学校に通い続けていた。そんなある日のこと、ミスリーンは通

学することが不可能となる。原因は学校の休校だった。

「パ レスチナでは外出禁止令の影響でどうしても学校が休校にな

るこ とが多 く、こ れはパ レスチ ナの 教育 間男琵に深 い影 を落 と してい



ます」と今村さんは説明 した。 しか し街の大人たちは、学校を休校

することについて話 し合いを重ね続け、ある結論を出す。

「 私たちはイスラ工ルと勉学で競争 しなければな らない。学校を再

開しよ う」

それは外出禁止令が敷かれた中での苦渋の選択だった。そうして

ミス リー ンは再 び学 校へ 通 う ことがで き るよ う にな った とい う。今

村さんは こ う語 る。

「 今パレスチナは絶望の中にいます」

ミス リー ンが 学校 に通 えた の はそれ か ら何 ケ月 かだ けの ことだ っ

た。イスラエル・パ レスチナ間の緊張が高まったことによ り、再び

学校は休校せざるをえなくなったのだ。

絶望の 一夕「 にいる私たちが考えるべき子どもの権利の現状は、

山ほどあるはずだ。 （子ども通信社∨0 1C E 記者 土田朋水）
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養護施設を知 っていますか ？

～知 ろう・ 考 えよう恩寵園問題～

恩寵園 園長 ：新田目 建さん

恩寵園裁判弁護士 ：山田由紀子さん

施設内虐待を許さない会代表 ：浦島佐登志さん

恩寵園職員 ：長 清江さん

養護施設 を経験 した青年 ：中山 健さん

恩寵園在 園児 ：小島博正 くん 小島 正博くん 小島 正男くん

このシンポジウムでは、「養護施設」のなかで、人間と しての声

をあげた勇気ある子どもたちによって「子どもの人権」が問い直さ

れた「恩寵園事件」を通 して、家庭で育つことができない子どもた

ちの人権について学んだ。

■3 人兄弟の小島看たちの発育

前の恩寵園では、朝5 時半に起きて、お風呂掃除をして、7 時に

ごはんを食べて 7 時4 5 分くらいに学校へ行って3 時ぐらいに帰 って

きて4 時にな った ら掃除があ って終わったらご飯にな って 6 時から8

時までが自由時間にな ってそれで一日が終わ り。前は消灯が8 時だ

つたけど今は9 時になった。暖房がついた。

■長浜さん

新体制になって半年目に恩寵園に来た。厳 しか った以前の反動で

かなり荒れていた。例えば辛い恩寵園にいるよりは学校の方がまだ

いいとみんな皆勤のように登校 していたのが、不登校の子が増えた。

迷いながら悩みながらの 1年。「暖かく見守る」でも「甘やか しすぎ

てはいないか」と。学校の先生とも連絡帳を使って子どもの良いと

ころをたくさん書いて、支えあってきた。職員同士も意見を出 し合

い変わ って きた 。表 を作 った りいろ いろエ 夫 して 自覚 を促 し「自主

的にやっていけるよ うに」を大切に している。子どもたちが、安心

して暮 らせる家 にな って きた と思 う。

l ■恩捷園における、体罰】・虐待の具体的な事柄の一群

・ 子 ども に くびわを つ け、鎖 に繋 ぎ床 に置 い た どんぶ りか らごはん

をたべさせた・ 園児全員が見ている前で子 どもの足首に包丁をあて

血を流させた・高校生の女子の園児を下着だけで立たせた・子ども

を麻袋 にいれ 吊る した。

■中山さん

自分は今2 1歳だが中学校の半分か ら3 年前まで八街 にある東京都

の施設で暮 らしていた。親と仲が悪くて （虐待とは気づいてなかっ

たが） このままではアブナイと思 って、自分から家を出て施設に入

つた。「施設」と言 う所は、その中でなにが起こつているか、子ど

も同士も、施設外の人にも殆んどわか らない。「施設」はそこで生

活する子どもにと っては 「家」。人権 って当たり前の自由にものが

言える生活の中にあるのではないか。「施設」 は子どもにとっての

安心できる「家」にならなければいけない。家庭で真冬の5 時半に

風呂掃除させますか。

■新田目さん

「恩寵園問題」は誰にでも起こり得ると思う。今、全国に 5 7 0 の

施設があるが体罰、虐待に転落する可能性は全書引こある。実は私も

かつて野球の監督で子どもたちを しごいていた。私の4 0 年間の施

設での仕事は、狂暴な私 と穏やかな私との闘いでもあった。体罰と

無縁な教育は出来るか。いま恩寵 園で必死でやっている。それは、

子どもに対する、人間に対する考え方が変わ ったことによる。昭和

4 7 年 （ 1 9 7 2 年） ドイツの施設へ勉弓卸こ行く機会を与えられ、シ

ュタイナーの教育思想をバ ックボーンとした人たちに出会 った。一

言でい うな ら＜ 子 ども はみん な 、よ く生 きよ うとい う衝 動 を持 って

いる。それを目覚めさせ、目覚めるまで待つ事が私たちの任務だ ＞

と言 う考え方を学んだ。施設の職員が一番困る事、直面する問題は

子どもが悪い事をした時、叱 らないといけないということ。本当は

叱りた くな い。 で も叱 らな くて はな らない 。何 故 叱 りた くない か。

叱る事で子どもとの信頼関係が損なわれることを恐れる。また叱 ら

なければいけないと悩む。ますます悪 くなるのではないかと不安に

なる。 こ ころな らず も叱 る 。で も度重 な る と、 どう してわ か って く

れない のか ？と言 う気持 ち にな り、体 罰 にな る。 子 どもは よ りよ く

生きよ う と して い る、 目覚め る まで待 とう と信 頼 する こ とはな かな

か難 しい。子 どもたちを愛 し、自由にしたい。自由で愛にみちた家

を作ろ うと。 2 年半たち子 どもたちは明るく元気 になった。あれも

した い これも したい と言 うよ うにな った。

■浦島さん

「施設」は市民の側か ら貞えにくい。辛い思いをしている子ども

は、誰も信 じない。初めは人間 じゃない、これは野獣だなと思った。

人間的な感覚をとりもどすまでは、ただそばにいてやるだけだった。

僕らの ことを信 じて くれるまで。「浦島さんたち裏切った ら人間 じ

やな くな っち やうも んね 」 って。 ほん と に ピュア ー。で もそ こを見

ないで、押え込まれ叩かれて叩かれて育った子ども。一緒に裁判を

闘った。子どもの苦 しみを自分の事として受け止め支援 して くれた

仲間がいた。

■山田さん

恩寵園の裁判は「住民訴訟」と言 う手段での訴え。体罰や虐待に

対して 「損害賠償請求」（これが一般的）が出来ない為。虐待を受

けた子どもが未成年なので、訴えを起こすのは親になるが、その親

代わ りが、虐待を行 っている当事者恩寵園の園長 （当時）だ ったわ

けだか ら。一県民の浦島さんと私が、干葉県に対 して、虐待を して

いるよ うな園長への給与の支給は、公金の不当な支出にあたると。

苦しい裁判だったが仲間に助けられ、傍聴にきてくれた県民の皆さ

んに支えられて勝つ事が出来た。そ して純真な勇気ある子どもたち

の証言が裁判官を変えた。2 0 0 0 年 1月 2 7 日に良い判決がでた。

（担当 「干葉県子ども人権条例を実現する会」記録・文責 鎌倉淑子）
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子どもの権利条約総合研究所・子どもの人権研究会共同開催

会場 ：早稲田大学文学部 第一会議室

（〒16 2 －0 0 5 2 東京都新宿区戸山 ト2 4 －1）

参加十 ：3 0 b o 円 （資料代、r子どもの権利研究3 号j 日本評論社＝

記録集代金・送料2 0 0 0 円を含む）

懇親会十 ：3 0 0 0 円（希望者のみ）

申し込み・問い合わせ ：

（》子どもの権利条約総合研究所

〒16 2 －0 0 5 2 東京都新宿区戸山 1－2 4 －1

早稲田大学文学部3 3 号館 15 7 6 研究室
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②子どもの人権研究会

〒12 0 －0 0 3 4 東京都足立区千住ト2 4 －4

北千住法律事務所・黒岩哲彦
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第1 日目 3 月 8 日（土）

1 0 ：0 0 －12 ：0 0 特別講演 き韓国における子どもの権利研究の現状

と課題

李在弄琵（韓国「子どもの権利学会」会長）

1 3 ：0 0 －1 7 ：3 0 シンポジウム 現代日本の子ども法制と子どもの

権利の展望

問題提起①日本国憲法の視点から 中村睦男（北海道大学）

（訂教育基本法「改正」問題から 藤田英典 （東京大学）

③児童福祉法・ 児童虐待防止法改正問題から

吉田恒雄（駿河台大学）

④「改正」少年法問題から 津田玄児 （弁護士）

第2 日目 3 月9 日 （日）

9 ：3 0 －12 ：3 0 世界と日本の子どもの権利救済制度

（》世界各国の「子どもの権利救済」制度

一国連子どもの権利委員会から 平野裕ニ（A R C ）

②子どもの権利擁護機関の独立性

－ノルウェーのオンブズマンとの比較を中心に

半田勝久（東京成徳大学）

③ 日本における子どもの救済制度の現状と課題 一場順 子（弁護 士 ）

1 3 ：3 0 －16 ：3 0 「改正少年法」の運用と課王琵

（D 「原則逆送」事件の実際

一事例および全国的調査の分析から 山崎健一（横浜弁護士会）

②家庭裁判所の運用実態

一全司法のアンケー ト調査を中心に 小池武 （全司法）

③少年の立ち直り支援の現場から

一児童 自立支援施設を中心に 井上仁 （萩山実務学校）
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